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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 
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判示事項 違法建築物についての給水装置新設工事申込の受理の事実上の拒絶につき市が

不法行為法上の損害賠償責任を負わないとされた事例 

裁判要旨 市の水道局給水課長が給水装置新設工事申込に対し当該建物が建築基準法に違

反することを指摘して、その受理を事実上拒絶し申込書をその申込者に返戻し

た場合であつても、それが、右申込の受理を最終的に拒否する旨の意思表示を

したものではなく、同法違反の状態を是正して建築確認を受けたうえ申込をす

るよう一応の勧告をしたものにすぎず、他方、右申込者はその後一年半余を経

過したのち改めて右工事の申込をして受理されるまでの間右申込に関してなん

らの措置を講じないままこれを放置していたなど、判示の事実関係の下におい

ては、市は、右申込者に対し右工事申込の受理の拒否を理由とする不法行為法

上の損害賠償の責任を負うものではない。 

 

全 文 

主    文 

 本件上告を棄却する。      

 上告費用は上告人の負担とする。 

理    由 

上告人の上告理由第一点について 

原審が適法に確定した事実関係によれば、被上告人市の水道局給水課長が上告人の本件建

物についての給水装置新設工事申込の受理を事実上拒絶し、申込書を返戻した措置は、右申込

の受理を最終的に拒否する旨の意思表示をしたものではなく、上告人に対し、右建物につき存

する建築基準法違反の状態を是正して建築確認を受けたうえ申込をするよう一応の勧告をし

たものにすぎないと認められるところ、これに対し上告人は、その後一年半余を経過したのち

改めて右工事の申込をして受理されるまでの間右工事申込に関してなんらの措置を講じない

ままこれを放置していたのであるから、右の事実関係の下においては、前記被上告人市の水道

局給水課長の当初の措置のみによつては、未だ、被上告人市の職員が上告人の給水装置工事申

込の受理を違法に拒否したものとして、被上告人市において上告人に対し不法行為法上の損

害賠償の責任を負うものとするには当たらないと解するのが相当である。これと結局同趣旨

に出た原審の判断は、正当として是認することができ、論旨は採用することができない。 

同第二点について 

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認する

ことができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の

取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 
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よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主-1-文のと

おり判決する。 

（裁判長裁判官 本山亨 裁判官 団藤重光 裁判 官藤崎萬里 裁判官 中村治朗 裁判

官 谷口正孝） 

 

 

※参考：判例タイムズ 450 号 70 頁、判例時報 1014 号 59 頁、金融商事判例 630 号 53 頁、不

動産取引の紛争と裁判例〈増補版〉RETIO543 頁 

 

 


